
令和８年度 中泊町一般廃棄物処理実施計画 

 

 

１ 計画の目的 

 本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）

第６条第１項の規定に基づき、ごみの減量化・資源化及び適正処理を推進するた

めに策定します。 

 

２ 計画期間 

令和８年４月１日 ～ 令和９年３月３１日 

 

３ 計画区域 

 本町の行政区域全域 

 

４ 計画区域人口・世帯数 

 人口 ９，３３１人  世帯 ４，８０３世帯（令和７年４月１日現在） 

 

５ 一般廃棄物の処理主体等 

１）一般廃棄物処理の実施主体及び収集方式は、次のとおりです。 

 



２）一般廃棄物の収集は午前８時から行い、収集する集落については「ごみ分

別収集カレンダー」に記載されている曜日に収集します。 

３）次の廃棄物は、収集・処理しないものとします。 

 家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）に基づくもの 

 産業廃棄物 

 建築廃材 など 

※この他、「中泊町家庭用ごみ分けガイド」に記載されている収集し

ないごみ 

 

６ 一般廃棄物処の発生状況見込み 

１）一般廃棄物処の発生状況見込みは、次のとおりです。 

 

 

 

 



７ 中間処理体制 

 １）中間処理は次のとおりです。 

 

 

８ 最終処分体制 

 １）最終処分は次のとおりとします。 

 



 

 



 

 

８ 廃棄物の減量・資源化 

 住民団体による集団回収を行い、ごみ減量について協力する。 

 商品の購入にあたっては簡易包装のものを選んだり、買い物かごを持

参するようにする。 

 積極的に再生品を使用し、ごみの減量化・資源化を踏まえたライフス

タイルを心がける。 

 資源物が有効利用されるように分別の徹底、排出前の洗浄等を行う。 

 

９ 最終処分計画 

１）最終処分計画の目標 

 ごみの排出抑制、資源化、減容化により、既存の最終処分場の延命

を図る。 

 既存の最終処分場については、適正な維持管理により周辺環境を保

全する。 

２）最終処分場の延命 

 最終処分場の延命のため、ごみの減量、分別収集の徹底、破砕・選別

設備の建設等を行う。 

 


